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令和３年度第１回佐賀市公共事業評価監視委員会 概要 

 

１ 開催日時 

令和４年２月７日（月）９時３０分から１１時１５分まで 

 

２ 開催場所 

佐賀市役所大財別館４階４－１・４－２会議室 

   

３ 出席委員（敬称略） 

帯屋洋之、松村健、藤﨑三保子、張韓模、甲木美知子、山口美由起、古賀香光 

（委員８名中７名出席） 

 

４ 佐賀市出席者 

姉川建設部長、堤建設部副部長兼都市政策課長 

山田下水道企画室長、佐尾下水道工務課長、花島下水道施設課長 

江頭下水エネルギー推進室長、江口河川砂防課長 

外、下水道企画室２名、雨水事業対策室３名、都市政策課３名 

 

５ 傍聴者  

１名 

 

６ 内容 

① 審議 

事後評価３件を審議 

・【事後評価】佐賀市における下水道整備と環境の保全の推進 

  事業担当課：上下水道局 下水道企画室 

・【事後評価】佐賀市における下水道整備と環境の保全及び流域一体となった総合 

的な浸水対策の推進（防災・安全） 

 事業担当課：上下水道局 下水道企画室 

・【事後評価】佐賀市排水対策基本計画（防災・安全）（重点計画） 

 事業担当課：上下水道局 雨水事業対策室 
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７ 審議概要 

《審議事項》 

【事後評価】佐賀市における下水道整備と環境の保全の推進〔事業担当課：上下水道局 

下水道企画室〕 

【事後評価】佐賀市における下水道整備と環境の保全及び流域一帯となった総合的な浸

水対策の推進〔事業担当課：上下水道局 下水道企画室〕 

【事後評価】佐賀市排水対策基本計画（防災・安全）〔事業担当課：上下水道局 雨水事

業対策室〕 

下水道企画

室 

○資料４により説明 

【Ｐ１ 表紙】 

今回の審議事項はいずれも事後評価で、下水道事業に関わるものである

ため、下水道企画室と雨水事業対策室で３件まとめての説明を行う。 

第２期社会資本総合整備計画の事業となっており、「佐賀市における下

水道整備と環境の保全の推進」、「佐賀市における下水道整備と環境の保全

及び流域一帯となった総合的な浸水対策の推進」は汚水事業で、「佐賀市

排水対策基本計画（防災・安全）」は雨水事業に関わるものである。 

 

【Ｐ２ 下水道の基本的な役割】 

 下水道の基本的な役割は３つで下水道法第１条に定めがある。まず、「生

活環境の改善」とは、生活の中で排出される汚水を速やかに排除すること

で、悪臭を排除し、伝染症を予防することである。次に「浸水の防除」と

は、近年は特に豪雨災害が多くなっているが、その際の浸水被害を防除す

ることである。最後に「公共用水域の水質保全」とは、生活の中で排出さ

れる汚水を適切に処理し、河川へ返すことで、河川や海の水質保全に貢献

することである。 

 

【Ｐ３ 佐賀市下水道事業の概要・Ｐ４ 〔参考〕佐賀市エリアマップ】 

佐賀市の面積 約４万３千ｈａのうち、「公共下水道」は約１割の４千３

百ｈａで人口が集中した地域にある。「公共下水道」の外縁部にある小規

模な下水道を「特定環境保全公共下水道」、「農業集落排水」という。道路

下に管渠を布設し、流れた下水を処理場で浄化し、河川に返すという仕組

みである。それ以外の地域は、自宅敷地に合併処理浄化槽を設置し、処理

を行っている。合併処理浄化槽の設置も佐賀市営で実施しており、佐賀市

全域で下水道サービスを受けられる状態になっている。 

 これらの下水道の種類のうち、今回の評価対象となるのが「公共下水

道」、「特定環境保全公共下水道」である。 
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【Ｐ５ 〔参考〕処理場・ポンプ場】 

佐賀市下水浄化センターは西与賀町にあり、佐賀市のメイン処理場で、

日量５万トンの汚水処理を行っている。その他には小規模な施設を含め、

１８か所の処理場があり、汚水の処理を行っている。 

 八田ポンプ場は南佐賀一丁目にあり、汚水と雨水の供用のポンプ場とな

っている。その他には佐賀市内に７か所のポンプ場を設置し、事業を行っ

ている。 

 

【Ｐ６ 〔参考〕雨水幹線】 

 光三丁目にある厘外雨水ポンプ場は最近竣工し、雨水のポンプ場として

機能している。 

 また、平松厘外雨水幹線のような雨水幹線が網目のように市内に張り巡

らせらせている。大都市では、雨水管を地下に設置しているところもある

が、佐賀市では雨水幹線も水路と類似した構造となっている。 

 

【Ｐ７ 計画の概要】 

 「佐賀市における下水道整備と環境の保全の推進」、「佐賀市における下

水道整備と環境の保全及び流域一帯となった総合的な浸水対策の推進」は

汚水事業、「佐賀市排水対策基本計画（防災・安全）」は雨水事業に関わる

メニューとなっている。 

 「佐賀市における下水道整備と環境の保全の推進」は未普及解消のため

の新規整備というメニューで、新規の下水道の整備を行う事業である。ま

た、もう一つの資源・エネルギー利用、広域化・共同化のための施設整備

では、汚水処理の過程で排出された汚泥の堆肥化を行い、資源に変えるも

のである。また、処理の過程で出てくるガスで発電を行い、施設の電気を

まかなうことも行っている。さらに、衛生センターに集められたし尿を下

水管で下水浄化センターへ移送し、効率的な処理を行う。 

 「佐賀市における下水道整備と環境の保全及び流域一帯となった総合的

な浸水対策の推進」は、施設の老朽化対策・地震対策を行う事業である。 

「佐賀市排水対策基本計画（防災・安全）」は浸水対策を行う事業であ

る。 

 「佐賀市における下水道整備と環境の保全の推進」は、社会資本整備総

合交付金、「佐賀市における下水道整備と環境の保全及び流域一帯となっ

た総合的な浸水対策の推進」・「佐賀市排水対策基本計画（防災・安全）」

は防災・安全交付金という交付金で行っている事業となっている。 
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【Ｐ８ 計画の概要】 

 今回の審議事項は第２期社会資本整備計画に基づき実施されたもので、

計画期間は平成２７年度から令和元年度となっている。本来であれば、事

業終了の翌年度である令和２年度に事後評価が行われるが、令和元年度の

事業が一部繰越となり令和２年度に終了したため、令和３年度に事後評価

をすることとなった。 

 第１期社会資本整備計画は、平成２２年度から平成２６年度に実施さ

れ、従前の佐賀市公共事業評価監視委員会で事後評価として審議が行われ

ている。 

 今現在、第３期社会資本整備計画を実施中で、こちらも事業終了後に事

後評価として審議されることになる。 

 

【Ｐ９ 計画の実績】 

 第１期社会資本整備計画は、計画期間が平成２２年度から平成２６年度

で総事業費が２０７．９億円である。 

 汚水幹線の整備で新規管路整備を行う事業に総事業費の約９割を占め

る１９０．３億円を支出している。その他１割の事業費で老朽化対策・地

震対策・浸水対策の事業を実施している。 

 

【Ｐ１０ 計画の実績】 

第２期社会資本整備計画は、今回の審議対象の事業となっており、計画

期間が平成２７年度から令和元年度で総事業費が８８．４億円である。 

 第１期と比較し、総事業費が半分以下になっているが、理由としては、

新規管路整備が２０．４億円となっており、昭和４６年から始まった佐賀

市の管路の新規整備が平成３０年度に終了したことによるものである。 

 新規管路整備の代わりにその他の老朽化対策・地震対策・浸水対策の事

業にシフトしている。例えば、浸水対策の事業で言えば、第１期が５．８

億円だったのに対し、第２期では３８．６億円に増大している。 

 

【Ｐ１１ 計画の見込み】 

第３期社会資本整備計画は現在、実施中の事業となっており、総事業費

を１５４．９億円と見込んでいる。第２期の８８．４億円と比較して総事

業費がかなり増える見込みとなっている。 

 第２期までにあった新規管路整備のメニューが無くなり、下水道リノベ

―ジョンの事業が新設され、総事業費５０．９億円を見込んでいる。衛生

センターのし尿を下水浄化センターへ移送し、そこでまとめて処理を行う
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という事業等である。これまで２つの施設で行っていたことを１施設で実

施することで、経費を大幅に削減しようとするものとなっている。 

 その他の老朽化対策・地震対策・浸水対策についても第２期と比較して、

全体的に事業費が増大する見込みとなっている。 

老朽化対策については、佐賀市の最も古い汚水処理施設は昭和５３年に

供用開始しており、概ね５０年ほど経過しているため、対策に力を入れて

いる。 

浸水対策においても、引き続き注力するため、約３３.１億円を見込ん

でいる。浸水対策はこの事業の他にも、国の補助事業で新たなメニューが

出来ているため、その事業を活用し、前倒しで実施していく予定である。 

 

【Ｐ１２ 【Ａ】計画の成果目標及び目標の実現状況】 

「佐賀市における下水道整備と環境の保全の推進」における新規管路整

備の目標の実現状況を汚水処理人口普及率で示したい。この汚水処理人口

普及率は国や県でも用いられている標準的な指標である。 

第１期は目標が９４．２％に対して、実績が９３．６％、第２期は目標

が９５．６％に対して、実績が９５．０％となっている。 

目標の設定にあたっては、計画策定時に行政人口や処理人口の推計を行

い、その数値を目標として設定するため、今回、実績が目標をわずかに下

回っているが、ほぼ達成できたものと考えている。 

 

【Ｐ１３ 【Ａ】未普及対策－下水道管渠布設】 

新規管路整備において、通常は重機で地面を掘り起こし管の設置をする

開削工法が採用されている。久保泉地区の事例では管で地中を掘削し、掘

り進めることで、地面の掘り起こしをすることなく、管を布設する推進工

法を採用している箇所もある。 

 

【Ｐ１４ 【Ｂ】計画の成果目標及び目標の実現状況】 

 汚水管渠における老朽化実施率は、目標に対して実績が１００％達成し

ている。 

 処理場の老朽化対策実施率は、目標が２５設備に対し実績が１７設備

で、ポンプ場の老朽化対策実施率は、目標が２０設備に対し実績が１２設

備となっている。目標未達成の理由は、計画期間中に長寿命化支援制度が

廃止となりストックマネジメント支援制度というメニューが新設され、施

設の基礎調査を実施する必要が生じた。その事業に時間を要した結果、計

画期間中に予定事業が終了できなかった。第２期で未了となっている事業
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は第３期で確実に実施を行う予定である。 

 

【Ｐ１５ 【Ｂ】老朽化対策－汚水ポンプ場】 

 汚水ポンプの老朽化対策の例示であるが、八田ポンプ場で着水井の防食

工事を行った。着工前は表面が剥離し、内部の鉄筋が露出しているような

状態になっているが、着工後は見た目もきれいになり延命化も図ることが

出来た。 

 また、八田ポンプ場の流水ゲートも同様に腐食部の防食を行い、延命化

を行った。 

 

【Ｐ１６ 【Ｂ】老朽化対策－下水道管路（点検・調査⇒工事）】 

 佐賀市で最も大きな下水道管路は管径１，６５０ミリあり、昭和５３年

の供用開始から佐賀市の下水道を支えてきた管渠である。工事前は管路内

が骨材や鉄筋らしきものが見える状態になっているが、既設管に樹脂系材

料で出来た管状の更生材を巻き付けることで補修を行い、管路の延命化を

図っている。 

  

【Ｐ１７ 【Ｂ】計画の成果目標及び目標の実現状況】 

 地震対策としては、下水道設備や施設に対し、耐震診断や耐震対策を実

施するというものである。 

汚水管渠における地震対策実施率は目標を１００％達成している。 

 処理場、ポンプ場における地震対策実施率は、耐震診断・実施設計を 

１０棟行う予定だったが、結果として７棟となった。未達成となった理由

としては、平成２６年に耐震指針が改定されたことで、事業進捗に時間を

要してしまったためである。第２期で実施出来なかった２棟については、

第３期で実施を行っている。 

 

【Ｐ１８ 【Ｂ】地震対策（管路）－マンホール浮上防止】 

 地震対策の一つとして、マンホールの浮上防止対策を行っている。 

対策をしていない場合、地震が発生すると、マンホール周辺が液状化現

象によりマンホール内部に水が流入し、この水圧に負けて、マンホールが

浮き上がる現象が起こる。 

 これを防ぐため、マンホール内に消散弁を取り付け、圧力に負けないよ

うにすることで、マンホールの浮上を抑制する対策を行っている。 
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【Ｐ１９ 【Ｃ】計画の成果目標及び目標の実現状況】 

 佐賀市街地における想定浸水面積は目標が１２６ｈａに対し、実績は 

１４２ｈａと目標が達成できない状況となっている。未達成となった理由

は一部事業箇所が未整備となっていることによるものである。 

 しかしながら、過去の浸水被害の実績を検証すると、浸水対策の効果が

表れていると考えている。例えば、平成２１年７月、平成３０年７月、令

和元年７月の大雨において、１時間最大雨量が約４０ミリ、３時間最大雨

量が約９０ミリ、２４時間雨量が２００ミリ前後と同規模の出水である

が、床上・床下浸水の家屋数は平成２１年７月が６０２戸、平成３０年７

月が２９戸、令和元年７月が１戸と段々と減少していることが分かる。減

少傾向となっている理由は、インフラ整備に伴う流水能力の向上をはじ

め、国や県、市による連携した施設操作等、総合的な浸水対策の効果が表

れているためである。 

 ただし、令和元年８月の大雨においては、施設規模をはるかに上回る豪

雨に見舞われ、床上・床下浸水の家屋数は３，３９１戸にも上っている現

実もある。今後も引き続きスピード感を持って浸水対策を行っていきた

い。一部未整備となっている事業については今年の出水期までには完成予

定となっている。 

 

【Ｐ２０ 【Ｃ】浸水対策－雨水ポンプ場の整備】 

 石塚雨水ポンプ場は諸富町にあり、平成２９年度に竣工した大規模なポ

ンプ場となっている。厘外雨水ポンプ場は光三丁目にあり、令和元年度に

竣工した施設である。この２つのポンプ場の稼働により、浸水が減ってい

る現状である。 

 

【Ｐ２１ 【Ｃ】浸水対策－雨水幹線の整備（１）】 

新村愛敬雨水幹線において、整備前は草が繁茂し、橋梁や水門も老朽化

が進んでいたが、橋梁や護岸を整備することで、雨水の流量を適切に確保

できるようになった。 

 

【Ｐ２２ 【Ｃ】浸水対策－雨水幹線の整備（２）】 

厘外雨水幹線において、新村愛敬雨水幹線と同様に橋梁や護岸を適切に

整備することで雨水の流量を十分に確保できるようになった。 

 

【Ｐ２３ 【Ｃ】浸水対策－ソフト対策（１）】 

 近年は特に気候変動に伴う豪雨が発生している状況を踏まえ、市民に日
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頃から水害に備えてもらうことを目的に災害の種別に応じたハザードマ

ップの作成を行っている。下水道においては内水氾濫の浸水リスクもハザ

ードマップにより周知を行っているところである。 

 資料として配布したハザードマップには令和元年８月豪雨の内水氾濫

の状況を示しており、一昨年に平野部の全戸に配布を行っている。 

 また、佐賀市のホームページでは、令和元年８月豪雨に加え、平成２４

年７月の豪雨、施設整備基準の豪雨での浸水リスクの３つのリスク評価結

果の公表を行っている。 

 

【Ｐ２４ 【Ｃ】浸水対策－ソフト対策（２）】 

 大雨時には樋門の遠隔操作を実施し、主要な施設の操作の迅速化と最適

化を行っている。昨年度、遠隔操作が可能な樋門が５か所増え、現在、 

１１か所が遠隔化出来るようになった。大雨時は河川の水位をモニターで

確認を行いながら、今後の雨量や潮汐の状況の状況を考慮し、樋門の遠隔

操作を行っている。 

 

【Ｐ２５ 【Ｃ】浸水対策－ソフト対策（３）】 

 大雨時、市民の避難行動を迅速化させるため、スマート浸水標尺を活用

し、浸水状況がリアルタイムで分かるシステムを構築する予定である。浸

水常襲地域を対象とし、今年の出水期までの運用を目指している。地図上

に０センチから７０センチ以上までの浸水度合いを８段階の色の濃淡で

示し、１０分更新で情報発信を行う予定である。 

 

【Ｐ２６ 下水道広報】 

下水道事業は国民の税金や下水道利用者からの使用料をもとに運営し

ているため、市民向けの広報にも力を入れている。 

 施設の視察・見学も受け入れており、写真は小学生が見学に来ている様

子である。令和２年度は新型コロナウイルス感染症もある中で、２５件 

４３３名が視察・見学に来ている。 

 

【Ｐ２７ 下水道広報】 

 下水浄化センターのリニューアルが行われ、１階に学習スペースを整備

している。この学習スペースでは下水道事業に関する映像を流し、観賞し

てもらうことで、楽しみながら理解を深められる施設となっている。 
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【Ｐ２８ 下水道広報】 

 雨水ポンプ場へも施設見学も受け入れており、写真は石塚ポンプ場と厘

外雨水ポンプ場の見学の様子である。 

 

【Ｐ２９ 下水道広報】 

 雨水事業に対する理解を深めてもらうため、市民向けの出前講座を実施

している。写真は出前講座を行っている様子のものである。 

 

【Ｐ３０ 下水道広報】 

 佐賀市営バスにラッピング広告を行っている。最近、リニューアルが行

われ、下水道事業にまつわるものがデザインとして取り入れられている。

バスの左半分が下水道、反対側の右半分が上水道に関するデザインになっ

ている。 

 

【Ｐ３１ 下水道広報】 

 佐賀市でも全国的に流行しているデザインマンホールの取組を行って

いる。スクエアエニックスからの寄贈で、ロマンシング佐賀のデザインマ

ンホールを中心市街地に７枚、古湯温泉に５枚を設置している。 

 また、人気アニメのゾンビランドサガのデザインマンホールも佐賀市内

の主要なところに設置が行われ、ＳＮＳを中心に話題となっている。 

 

【Ｐ３２ 下水道広報】 

 佐賀市のご当地グルメであるシシリアンライスもデザインマンホール

となっており、イメージキャラクターのシシリアンナちゃんがデザインさ

れている。昨年４月のイベントでマンホールの寄贈を受け、市役所東側の

道路に設置を行っている。 

 若楠校区まちづくり協議会からも妖怪のアマビエと楠をモチーフにし

た「アマビエすくすくくん」がデザインされたマンホールの寄贈を受けた。

設置の際には全校生徒で除幕式を行い、非常に盛り上がった。子どもたち

に下水道を知ってもらえる良い機会となった。 

  

【Ｐ３３ 下水道の今後の展開】 

 下水道事業は今後も佐賀市民の生活に不可欠のものとして展開してい

く。汚水処理においては、「安全・安心で持続的」を重要なキーワードと

し、下水道事業の推進を行っていきたい。また、下水道経営戦略にそった

計画的な改築更新を実施していく。雨水対策としては、佐賀市排水対策基
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本計画に基づき、浸水対策の充実を図っていく。今度も豪雨災害が予想さ

れるため、浸水対策は可能な範囲で前倒しの実施を行いたい。 

ご意見、ご質問 

委員 第３期の浸水対策の事業費が３３．１億円と第２期の３８．６億円と比

較して、５億円ほど減少しているのが気になる。第３期の事業とは別に国

の補助事業があるという説明があったが、その事業費を合算すると第２期

の総事業費を上回ることはあるのか。 

雨水事業対

策室 

本事業とは別の補助事業では、ポンプ場２基を整備する予定である。過

去のポンプ場整備の事業費から推計すると、１基につき約１０億円で、合

計２０億円程度の事業費が追加で見込まれるのではないかと考えている。 

委員 処理場、ポンプ場における地震対策実施について、指針改訂があったた

め、実施を第３期にずらしたと説明があったが、どのような改訂があった

のか。 

下水道企画

室 

平成２６年度に耐震基準の厳格化が行われている。具体的な変更点につ

いては後日、改めて回答を行う。（補足説明資料で後日回答） 

委員 住んでいる地域には一人暮らしの高齢者が多く、有事の際、避難等が非

常に難しいエリアとなっている。その一方で、ハザードマップは種類が多

岐に渡り、専門用語も難しいため、高齢者には理解が難しい。老人クラブ

の会合等の場で易しい言葉による説明会を実施する等、高齢者が情報収集

できる方法は無いのか。 

雨水事業対

策室 

高齢者への情報発信は、対面による説明が特に重要と考えている。出前

講座という制度があり、避難行動や情報収集の方法等について、防災関係

の部署と一緒に説明にお伺いするので、ぜひ活用いただきたい。 

委員 河川清掃を行っているときに生活排水らしき汚水が下水道に接続され

ずに河川へ流入している。新規管路整備が完了した地区で、下水道が未接

続の家庭に対する周知や案内はどのように行われているのか。 

下水道企画

室 

 未接続の理由は経済的な事情をはじめ、家庭によって様々であるため、

個別に家庭訪問を行い、接続のお願いを実施している。今後も力を入れて

接続への働きかけを行っていく予定である。 

委員長 下水道接続率に対し、１２ページに出てくる汚水処理人口普及率は、実

際の下水道へ接続されているどうかではなく、家の前まで下水道が来てお

り、いつでも接続できる状態という意味合いか。 

下水道企画

室 

その通りである。 

委員長 未接続の箇所がどのくらいあるのかというデータはあるのか。 
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下水道企画

室 

接続率は９２．１％である。 

委員 大雨のときにポンプ操作人の方が無くなる事故があったが、操作人の方

の高齢化が進んでいる。若い世代への引継や人材の育成が必要だと思う。

今後は地元の消防団との連携等、取組みを行ってもらいたい。 

江口河川砂

防課長 

本市では１６０～１７０施設のポンプ操作を地元に委託しており、主に

農家の方に操作をお願いしている。ポンプ操作人の方が高齢等により辞退

する場合は、自治会や生産組合を通じて後継者の方を探す方法をとってい

る。 

出水期前に操作人会議を行い、操作に関する注意事項や安全性の確保等

の注意喚起を行っている。今後、後継者問題について、操作人会議を通じ

て、対応を検討していきたい。 

委員 家庭でグリストラップの清掃を行ったとき、桝の底に汚泥が沈殿してい

る。このような汚泥はどのように処分するのが適切なのか。汚泥をそのま

ま下水道へ流してしまう家庭もあるのではないかと思う。 

山田下水道

企画室長 

佐賀市ホームページでグリストラップの定期的な清掃を周知している

ところであるが、清掃で出てきた汚泥は生ごみとして処分することとなっ

ている。汚泥をそのまま下水道に流すと処理場に負荷がかかるため、桝の

底に溜まった汚泥は手作業で取っていただき、ある程度、乾燥させてから

生ごみでの廃棄をお願いしたい。 

委員 腐食用油のように、汚泥もそのまま回収してもらえると楽に処分を行う

ことが出来ると思う。 

山田下水道

企画室長 

現状として汚泥は水気をある程度、抜いてから生ごみとして廃棄いただ

くようにお願いをしている。貴重なご意見として今後の検討課題とさせて

いただく。 

委員 上下水道料金を抑えるため、家庭菜園の散水に風呂の残り水を使用して

いるが、近隣では上水道を使用している家庭も多い。節水のため風呂の残

り水の活用方法として広報すると良いと思う。 

委員 配布されているハザードマップのような全域的な縮尺だと、自分の住ん

でいる地域の詳細な情報が確認しづらいので、もっと大きく拡大して見ら

れると助かる。 

雨 水 事 業

対策室 

 佐賀市ホームページの「ぐるっとさがナビ」というサイトで、ハザード

マップと同じ情報を閲覧することが可能である。地図を拡大して閲覧でき

るため、自宅周辺の詳細な浸水情報を知ることが出来る。 

委員長 市民として情報を収集して、災害に備えてシミュレーションを行うとい

うのは非常に大事なことである。有事の際に自分がどのように行動すれば
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良いのか判断できる仕組みづくりが求められる。 

委員 一昨年、ハザードマップを市内平野部の全戸に配布した説明があった

が、事業所への配布は行っているのか。 

雨水事業対

策室 

家庭だけではなく、事業所への配布している。市報と一緒に郵便受けへ

の投函を行っている。 

委員 浸水情報を市リアルタイムで市民へ発信するシステムを構築予定との

説明があったが、もう少し具体的に内容を知りたい。 

雨水事業対

策室 

大雨による浸水レベルを地図上に色の濃淡で示し、情報発信を行う予定

としている。水位の自動計測が可能なセンサーを備えた「スマート浸水標

尺」を設置された地域が対象で、センサーで読み取った浸水情報をシステ

ムで情報発信していくものである。現在、出水期前の運用を目指して、早

急に構築を行っている。 

委員長 委員皆様の意見の中では本事業の問題点の指摘は無いように思う。本委

員会としては、事業を妥当であると判断してよろしいか。 

（委員全員の賛成） 

それでは、全会一致で妥当である、と意見書に記載させていただく。 

【審議結果】 

事業を「妥当である」と判断する。 

 


